
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日
提
出

質

問

第

一

三

六

号

外
務
省
職
員
が
公
務
出
張
に
際
し
て
取
得
し
た
マ
イ
レ
ー
ジ
の
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
職
員
が
公
務
出
張
に
際
し
て
取
得
し
た
マ
イ
レ
ー
ジ
の
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

一
般
に
、
外
務
省
職
員
が
公
務
出
張
に
際
し
て
航
空
機
を
利
用
す
る
こ
と
で
取
得
し
た
マ
イ
レ
ー
ジ
は
、
外
務
省
職
員
個

人
ま
た
は
外
務
省
の
ど
ち
ら
の
も
の
に
な
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
〇
七
年
十
月
十
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
九
七
号
）
で
触
れ
て
い
る
、
同
年
同

月
十
一
日
号
の
週
刊
新
潮
七
十
四
頁
の
コ
ラ
ム
の
中
で
、
外
務
省
の
局
長
の
一
人
（
以
下
、
「
局
長
」
と
い
う
。
）
が
「
マ

イ
ル
が
百
万
マ
イ
ル
も
溜
ま
っ
て
い
る
の
で
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
に
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
局

長
」
が
述
べ
て
い
る
百
万
マ
イ
ル
は
邦
貨
換
算
で
い
く
ら
に
な
る
か
。

三

過
去
三
年
間
、
外
務
省
職
員
が
公
務
出
張
に
よ
り
費
や
し
た
航
空
賃
の
額
と
、
航
空
機
を
利
用
し
た
際
に
取
得
し
た
マ
イ

レ
ー
ジ
は
邦
貨
換
算
で
い
く
ら
に
な
る
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

二
〇
〇
七
年
八
月
十
五
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
七
第
五
号
）
で
は
、
着
服
に
つ
い
て
「
着

服
と
は
、
一
般
に
、
金
品
な
ど
を
ひ
そ
か
に
盗
ん
で
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
承
知
し
て
い
る
。
」
、
横
領

に
つ
い
て
「
横
領
と
は
、
一
般
に
、
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
を
不
法
に
領
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
承
知
し
て
い

る
。
」
と
、
着
服
と
横
領
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
一
で
、
外
務
省
職
員
が
公
務
出
張
に
際
し
て
航
空
機
を
利
用
す
る

一



こ
と
で
取
得
し
た
マ
イ
レ
ー
ジ
が
外
務
省
職
員
個
人
で
は
な
く
外
務
省
組
織
の
も
の
で
あ
り
、
「
局
長
」
の
百
万
マ
イ
ル
の

マ
イ
レ
ー
ジ
が
公
務
出
張
に
よ
り
貯
め
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
右
で
定
義
さ
れ
て
い
る
着
服
ま
た
は
横
領
に
該
当
す
る

か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


